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１ 民間事業提案窓口の募集対象と市の支援
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募集対象（タイプ１）
主に公共交通圏域外の解消に資する取組として、横浜市みんなのおでかけ交通事業で
定める【路線定期運行（支援Ⅰ型・支援Ⅱ型）、デマンド型運行、地域貢献送迎バ
ス】移動サービスについて、協議会等※の中核となって関わる意思があり、かつ５年
目以降も継続（地域貢献バスは３年以降）する意思のある企業からの提案

※ 協議会等とは、横浜市みんなのおでかけ交通事業に関する手引き
に定める補助対象者（協議会、地域交通活動団体）

市の支援（タイプ１）
みんなのおでかけ交通事業に基づく導入支援【財政支援・伴走支援】
〇横浜市みんなのおでかけ交通事業のうち提案を受ける対象のもの

路線定期運行（支援Ⅰ型・Ⅱ型）
デマンド型運行
地域貢献送迎バス



２ 提案の受付から実施までの詳細フロー １／２

企業からの提案（メール受付等）

YOKOHAMA Hack！を案内 共創フロントの紹介
or提案内容の情報提供

経済局の
スタートアップ支援 窓口へ

デジタル技術の取組で
連携相手がほしい

交通課題の解決が主たる目的でない スタートアップ の取組

実装段階の事業 実装段階の事業

募集対象の提案に合致しない

ＷＥＢ審査 もしくは 聞き取り
民間事業提案窓口への提案に該当するか

タイプ２
 公共交通圏域外解消のサポート
 新たな交通サービスの実現に資する実証実験

タイプ１
公共交通圏域外の解消の取組を主体的に実施

（組織の中核となり運行計画・運行管理を担う）

自動運転は
タイプ２で受付

募集対象の提案に合致

※民間事業提案窓口タイプ別取組提案の受付チェックリスト（内規）で相談時に最小限の項目を審査し、
その後に提案書を受付
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２ 提案の受付から実施までの詳細フロー ２／２
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保留リストに掲載

・主体的に取り組む事業者を優先
・提出書類の有効期限３年目の年度末

連携できる地区
・事業者がいない

連携できる地区・事業者
が整ったら事業化

タイプ１ 【運行事業者の有無で採択方
法が異なる 詳細は次頁】

提出書類※（提案様式１、留意点及び誓約事
項、添付書類）

市に 辞退理由書 を 仮提出
辞退理由書(仮提出) 記載必須事項

・後継となる事業者 ・運行改善の提案

「地域公共交通会議」
の同意を得て、当事業

からの辞退を承認

※２年連続で条件達成出来なかった場合
・運行方法を変更する等、役割が無くな
った場合は協定に基づく協議を経て辞退

事業を実施（５年以上の実施が条件）

みんなのおでかけ交通事業に係る協定を締結

市と協議会の２者協

定に基づく協議で他
者からの理解を得る

▼辞退までのプロセス step１

市に辞退理由書を

本提出
辞退理由書追記事項

step2 Step3 Step4

事業終了予定時期から２年以上前に 提案様式２
により辞退を申し出る
例）５(３)年間で事業を終了する場合は、

３(２)年目終了前に『提案様式２ 辞退理由書』を仮提出

()内は、地域貢献送迎バス

※チェックリストを用いて提出書類を確認のうえ、

受理後に不備がある場合は提出書類の修正を求める。



３ タイプ１の採択方法（運行事業者あり・なし）
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タイプ１の提案者を協議会に含める場合、提案書をもとに
運行事業者とマッチングしたのち地域住民など関係者で対話して決定

① 提案書提出（民間提案受付チェックリストで資格、意欲、実績等を確認）

② 提案書をもとにリスト化

提案事業者

横浜市

③ 事業者リストを参考に地区担当
経由でバス協会・タクシー協会から連携先を
紹介してもらいマッチング【提案後翌年度末迄】
※自主性の高い事業者を優先（内部ルール）

④ 地域住民と提案事業者・運行事業者・横浜市で対話後に決定

提案事業者
運行事業者
横浜市

運行事業者が入っている提案運行事業者が入っていない提案

関係者

上記＋
地域住民
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